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勅令第584条および歳入局長告示第254号により、特

別経済開発区域（ナラティワート県、パッタニー県、ヤ

ラー県、ソンクラ県（一部）、サトゥン県）内で事業を営む

個人および法人に対し、2015年度（2015年1月1日以後

に開始する会計年度）から2017年度（2017年12月31日

以後に終了する会計年度）の会計期間に、当該地区に

おける製造販売、購入販売、サービス提供から生じた

所得にかかる所得税率の引き下げが付与されていまし

た。 
 

この軽減税率の適用申請には、各会計年度開始日から

60日以内に所定の申込用紙を歳入局長官へ提出する

ことが求められていましたが、ほとんどの事業者がこの

期間内に申請書を提出することができませんでした。 
 

そのため歳入局長官は、歳入法典第3条の8に基づき、

2018年3月9日付で歳入局告示を発行し、軽減税率の

申請期限を2018年4月30日まで延長しました。 
 

ただし、以下の納税者は対象外です： 

 故意に偽造または違法タックスインボイスを用

いて税額控除を行う者。 

 当該地区において業務実態がない者。 

 タイ王国の治安に関連して、最高裁で刑法上

の有罪判決を受けた者。 
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